
 

 

 

 

 

 

福井県が発注した工事および設計業務について、優秀な成績を収めた事業者を表彰し、建設技術の向
上と事業者の育成を図ります。 

 
１ 表彰の種類  （１） 優秀賞 （２） 優良賞 （３） 特別賞 
 
２ 申出期間   令和６年４月１0 日（水）から４月２６日（金）まで 
 
３ 最近の改正点など  紙での申出書や資料を不要とし、全て電子データで扱います。 
 
４ 表彰対象者 

 優秀賞および優良賞は、次の（１）から（３）までのすべてに該当する工事または設計を行った事業者で、かつ、（４）
から（８）までのすべてに該当する事業者を表彰対象者とします。 
（１）  福井県が発注し、令和５年４月１日～令和６年３月３１日（以下「令和５年度」という）に完成または完了した工

事等（債務負担、明許繰越等に係る工事等は完成年度に、継続工事は最終年度に、当該工事等の全体を対象
とする。）で、１件の工事請負額が１,０００万円以上または１件の設計業務の委託費が５００万円以上で、工事等
の成績総評点（以下「総評点」という。）が８０点以上であること。 

ただし、前年度受賞者（ＪＶで受賞の場合は代表者のみを対象）の工事等の総評点については、受賞した工
事等の総評点を超えていること。なお、工事における入札公告の「建設工事の種類」が受賞した工事と異なる
場合はこの限りでない。 

（２）  工事においては、主たる工事を元請者が施工した工事で、かつ、下請け率が５０％未満であること。 
ただし、建築および建築設備工事を除く。 

（３）  設計においては、主たる業務を受託者が設計した業務であること。 
（４）  主たる営業所が、県内にある事業者であること。 
（５）  工事を行った事業者においては、令和５年度における工事の総評点がいずれも７０点以上の事業者であるこ

と。 
（６）  設計を行った事業者においては、令和５年度における設計業務の総評点がいずれも７０点以上、かつ、設計以

外の業務の総評点がいずれも６５点以上であること。 
（７）  令和５年度から申請年度の福井県優良工事等事業者表彰式までの期間において、指名停止（除外）、口頭

や文書による注意・警告および法令等に違反のない事業者であること。ただし、競争入札妨害等の不正な行為
に伴う指名停止の場合は、指名停止が終了した翌年度以降３年を経過している事業者であること。 

（８）  社会的信用のある事業者であること。 
 

特別賞は、前項の（４）から（８）までのすべてに該当し、かつ、災害時の復旧支援活動など地域への貢献に著しい
業績をあげ、県が特に必要と認めた事業者を表彰対象とします。 

 
５ 申出方法 

事業者は、優良工事等申出書（要綱様式１－１（工事）、要綱様式１－２（設計業務））に次の資料を添えて、発注
機関の長に申出してください。申出することができる件数は、１事業者当たり県内全域で１件のみとします。なお、ＪＶ
の代表者は別事業者とはみなさないものとします。（ただし、ＪＶの構成員は、ＪＶ工事での申出と単体工事での申出
可） 
（１）  優良工事説明書（要綱様式２）、優良設計業務説明書（要綱様式３） 

（優良工事審査基準または優良設計業務審査基準を参照して作成してください。） 
（２）  工事の場合は、全景写真と申出理由（要綱様式２別紙②）および工事全景や周辺状況、申出理由等の取り

組み内容を簡潔に説明するスライド（パワーポイントで作成、スライドサイズは４：３、説明に要する時間が２分間
程度、枚数は最大１０枚まで。ファイル容量は９ＭＢ以下、図表として CAD データを直接貼り付けない。事業者を
特定する情報が入っていないこと）。 

（３）  設計業務の場合は、優良設計業務説明書の内容がわかる図面およびスライド（工事に準ずる）。 
（４）  書類（申出書および関係資料）は全て電子データで申出してください。紙での提出や押印は不要です。 

        申出は「電子申請サービス」の利用、もしくは発注者へ「メール」または「ＣＤ」により提出してください。 
        申出の様式、「電子申請サービス」の入り口は工事検査課のホームページにあります。 

※最新の様式をダウンロードの上、作成してください。 
 
 

６ その他  
（１）  特別賞は発注機関の推薦があったものから選考します。 

 
 
 

お問い合わせ先 福井県会計局工事検査課または工事等の発注機関 

令和６年度 優良工事等事業者表彰 
 の候補事業者を募集します！ 


